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序論

船舶所有者が船舶を取得するためには船舶建造の資金を調達することが必要となるが、同

資金の一定部分については銀行その他金融機関からの借入れを行い、その他の資金は自己

資金 (出資あるいは株主ローン)にて行うことが多い。

しかしながら、昨今の中古船価格の低迷、船舶管理費のコス ト高、円高等を反映して、当

初予定されていた船舶所有者による自己資金投入が困難なケースも発生 してきた。この場

合は、当該船舶のファイナンサーによる追加融資、メインバンクによる融資、船舶備船者

による融資、船舶の購入先の商社による融資により不足する資金を調達することも少なく

なセギ。この方式によると、当初予定 していた「自己資金」のポーションについて第三者

からのローンにより調達するため、船舶所有者はこれらのローンのプロバイダーに対 して

も利瘤、を支払う必要があり、当該船舶プロジェクトの採算性を劣化することに繋がる。柔

件により、当初予定 していた「自己資金」のポーションについて利息を支払う必要のない

資金、すなわちequtty投資の資金を調達することが要請される。このようなequtty投資の

資金を調達するため、船舶所有者は資金のプロバイダーとの間にて匿名組合契約を締結し、

l 
瀬野克久著「船舶融資取引の実務」日本海運集会所 105頁参照のこと

吐埋
の
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資金の提供を受けることがある
23。

本稿では、匿名組合方式による船舶建造資金の調達 /提供に関する実務上の留意点を簡略

に説明する。

投資家の観点からするとequtty投資になることから、特に当該船舶プロジェクトの採算性、

健全性が必要となるため、投資家は、匿名組合方式による船舶建造資金の提供にあたり、

当該船舶の傭船契約の内容
4、

船舶管理について確認後、これらについて満足 した上で、

匿名組合契約を締結することになる。

2 匿名組合方式の特徴

匿名組合契約とは、当事者の一方 (匿名組合員)が本目手方 (営業者)の営業のために出資

することを約 し、相手方がその営業から生ずる利益を分配することを約する契約である(商

法 535条、匿名組合契約については、商法第 2編第 4章に規定されている)。

匿名組合契約の特徴は以下のとお りである。

(1)対外的には、営業者の単独 。独立の事業である

経済的には、出資者である匿名組合員と営業者との共同企業であるが、法律的ないし

対外的には、営業者の単独・独立の事業である
5。

したがって、匿名組合員の出資は、「営業者の財産に属」し (商法 586条 1項 )、 匿名

組合員と営業者の共有財産とはならず、「匿名組合員は、営業者の行為について、第

三者に対して権利及び義務を有しない」 (同条 4頂 )。

航空機のファイナンスにおいては匿名組合方式によるcquity資金の調達はかなり以前から行われてきた。古
い資料ではあるが、小杉丈夫・瀬野克久著「航空機ファイナンスの現状と法的諸問題 [第 3回 ]」 (金融法務
事情 No 1207)16頁 から20頁参照のこと

「日本造船業をファンド方式とファイナンス組成面からサポー トすることにより、一層の輸出船受注を実現
するため設立された」日本船舶投資促進株式会社 (JsIF)の プロジェクトスキームにおいても造船所・商社
などから船舶保有目的会社に対して匿名組合契約により出資を行うことが想定されている (同社の web site
http7/wwwjtticOjp/businessAndex htmlを 参照のこと)。 その他日本において組成する船舶投資ファンドによ
る船舶投資においても匿名組合契約方式が採用されている。
船舶投資ファンドによる投資の場合、傭船契約はいわゆる船舶オペレーテイング・リース契約とされること
が多い。船舶オペレーティング・リース契約の概要については近日中に別稿にて発表予定である①なお、航
空機オペレーティング・リースについては、瀬野克久・岩瀬ひとみ著「航空機オペレーティング・リース契
約と実務 (上 )」 (金融法務事情 No.1544)42-47頁 、瀬野克久・岩瀬ひとみ著「航空機オペレーティング・

リース契約と実務 (中 )」 (金融法務事情 No 1545)27-32頁 、瀬野克久・岩瀬ひとみ著「航空機オペレーテ
ィング・リース契約と実務 (下 )」 (金融法務事情 No 1546)71-76買参照のこと
匿名組合員は営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することはできないが (商法536条 3項 )、 法律上
営業者による営業を監視、監督するための各種権利が認められている (商法539条 )。
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もっとも、「匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又

は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諸したときは、その使用以後に

生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う」 (商法 537条 )

が、匿名組合方式による船舶建造資金の調達のケースでは匿名組合員の名称等が営業

者の商号として使用される例は見られない。

(2)匡名組合員と営業者の二当事者間の契約である

匿名組合契約は、
「

匿名組舟 y_―学事者間の契約 であぢ。学薯者の一方が2でをなナ

をゆ 拷 て、ど″を暦名組含員といいぅ他方イま営業をかす者 であって、どれをき業者

とい夕。暦名寇今の学事者がど々らの=学事者だ腐られ、月彦上の %渤 茸夕だ多髪

の当事者の存在′ま認めら″和 aノ とされる
6。

しかしながら、
「

営業者 |よ多数の出資者と高時 停 升 内容の匿名組筈契為 を締結 ナぢ

どと″ゞできあ。どの舜推 が、き業者と各匿名組合員との〃だ匿名組含員の数
'こ

応 ∂

てβど個独立の暦名寇合力澄 存方あことだ少ク、匿名組効 勿 雛 擦 法律関係が存

ιなレツ
′
。たとえば、″ スの営業者И″f〃ナ必匿名経含員″ち、σおメがつと複数

疹ぢ易 欽 ″ 、匿名組合契約の脚雰が、Иとβ、ИとaИ とつといタメ少だ痰数併

存的 .こ成立ナ孵
8。

(3)利益、損失の配分

前述のとおり匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資することを

約し、営業者がその営業から生ずる利益
9を

分配することを約する契約であるため、

利益の分配 (損失の分配を含む)は、匿名組合契約にとり重要なポイントの一つであ

る。

(a)利益分配について

実務に携わるものとして匿名組合員に対する利益分配に関し理解 しておきたいポ

イントを、次のとお り前掲平出者「商行為法」の関連箇所を引用 して紹介する。

(1)利益分配の割合は、/喫聴 /_材 レaてとっ ズタ,こ定わて心rT】 匿名″含員

のL/資須の書と合れま無関係だ帯よ益の灯害」と定めること心可能 でああ″ミ望

平出慶道著「現代法律学全集 17・ 商行為法 [第二版]」 青林書院327頁から引用

前掲平出著「商行為法」327頁から引用

西村総合法律事務所編「ファイナンス法大全 (下 )」 商事法務 499頁から引用

商法上、その営業から生じる「利益」と記載されているにすぎず、利益の概念について詳細には規定されて
いない。匿名組合契約における「利益」の定義の契約書文例については、本稿末尾の参考文例 02第 2項参
照のこと。
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乃 ,こ房U段のだわ″考 秘 ば 民法笏 2疑 グ 勧 魏 笏 され、な堂事者

の出資額の働今だが舟 窮 のとなる r安 び〃秦 ノ夏ノノ
Ю
。

(1)解勃修 合意力透 レⅢ″ ク、軸益の分麗が現実だ/rされぢどとな要|と 、営業

をが、営業上の 修 諺 理由だ科I益を激つき業年度″f耀彦ι党八 分酉己ナベ

き令穂益 をもって匿名組合員の出資ク 物 た 方役 定 とができかい。営業者

力溺 実 ,こ支払わかいときが、分配 ナベき春ヽき益 |ま未夕診とιて匿名蘊含員だ

〃 瘍 債務とかク、暦名寇舎員力ゞ損失を分担 方べ罷 %淮 、/謂法 の営業

年度 /_‐預失をと がても、どの泡能を もって損失つ填襦 わ薇%ご とがで

きをい。ノ・

「
営業者 |こ対 ι勧 明実′こ分駆須の支払″ヽかされあわゲでが少レワミ 営業

を″ゞど々を紙ただ営業ノf独瘍 笏 効 紗 てが、そ効 紗 営業年度癬 〃

必損益計算生が、き業者の営業罵鷲産 と風魂 ナ蕃ことみ ■ .第二者 .こ支

タタ ン と高様 /r計算生駆 盈 勉 要 とかぢ。なお、商法が、出資滑渡 失

だメク咸少 ιたときが、/rの賃補後でな′ナれ
'ゴ

匿名組合員 |ま不U益の分″を

請求 ι姥和 Ⅲものと規定 ιてレⅢ5形 bゞ″溺 秦ノ、どどだレa夕 ″でが、///

益分配の割合基準ととての出資の霧せ子ま閲孫力ゞなら ノ
鬱

「
営業力ちとデ必空碁ほ益 を 形 サ おこと攪 嫁 で 少て、分琶己希と益の濠廟宛

魔を定めることもさι勁 城 なレジミ軸益の有無熾 彬 鯵 らガ下店容のえ

夕を由莱 ナぢことが、確定の物詐 賃料宇の支払となク、匿名組今の本質

,こ及 ナぢ。科■益 2И姥 ともだ損失の分担を方あの″1普通 であ必″I損失

の分担 |ま匿名組今の要素q瘍て 、を力だズクどれを拶

'除

ι夕gノ E。

したがって、利益分配については、特約のない限り次のことに留意する必

要がある。

0 ある事業年度において匿名組合員の出資が損失により減少 していない場

合には、営業から生ずる「利益」は、合意された利益分配の割合に従っ

て匿名組合員に対 して現実に分配される。

● ある事業年度において匿名組合員の出資が損失により計算上減少 してい

る場合には、営業から利益が発生 しても減少 した出資が回復されるまで

は当該組合員に対 して利益分配は現実には行われず、合意された利益分

「商行為法」336買から引用
「商行為法」336-337頁 から引用
「商行為法」337頁から引用
「商行為法」328-329買 から引用

Ю 前掲平出著
n 

前掲平出著
鬱 前掲平出著
峰 前掲平出著
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配の割合に従って当該組合員に対 して分配されるべき利益の金額が計算

上当該組合員に分配され、その金額について減少 した出資が回復される。

(b)損失分担について

実務に携わるものとして匿名組合員に対する損失分担に関し理解 しておきたいポ

イントを、次のとおり前掲平出著「商行為法」の関連箇所を引用 して紹介する。

(1)「損失の分担 |ま匿名″今の要素 α 綾 レa形二暦名″舟ま経歯的 /_‐ |ま共同企

業の一み 鬱 る形ヽら、ど解ま暦名窺含員 ,ま預失を分担 ナぢうので疹必。 ι

た形ゞっ‐
f、 励 効 勁 ″ 千含ヒであ蕃″I形ワⅢ必特約が抑 a声 ク匿名組合員

|ま損失を分担ナベ罰 のであク、長失分こ の働今が、力歩かπの割かとが

羽/腸こ定わ少ぢ″ミ君4殺の定め形ゞかいときが、民法の寇今の窺定力瀬 控適

ガン 、不J番分配のフかと厚∂だなあ 復 σ〃鶏 。ノ
M

(1)「匿名瘤今芦だ茸ぢ損失の分担とが、基資義務効 議 診 ″かだ現実′と財産

か拠出ιて損失を摂補 ナぢ′ま味α tt ΥⅢ計算上 D分こ ゆ わ て、出資を

示す計算生の数額、ナル %、 暦名組今つき業鷲竜だつレⅢて有 と少べき分

′ナ訪 傍 力 を示す計算上の数値 、出資勘a″ 減少 ナあどとなッま味ナぢ

だとど茸逐。ιた形ち て、特約力透 い魔 ク、匿名組合員が/謂蒻盟 防 芦

焚″試算二壌総 シ 掟 菱乾rゲ々ぎ職益 の分露を請求 ι姥ガb彦尻膠秦ノⅢ

損失わゞ累積ナあときが、かかぢ出資の病″姦貶 なク、さらだマイナズだ心

少クタぢので疹って、かかる彦科 窮 /fの摂補後でか
'ナ

れが力密の分麗を

請求 炭 /rtt ιかと、かかあ出資の諷が 77ナヌのメメ暦名寇各契綸″ゞ

濯アιたときが、匿名組効 娩 騒 影 講求 ι夕べき出資が芹ι少

レ。ど翔 _‐ な落だとと
や
〆ク、暦名組含員が、特約が変い″ クど出資義務 を々

夕もの&嫁 て、そのマ7ナヌ分移 杉 呉構 方あためだ現実″こ財産を拠出

方べき勇 効 顎 少ものでが少レユ。角 銹 探 、そ往 移 物 預失 1ま結局営業者

の範_Fと をぢ。ι″ゝιな形ゞら、を形だメっても.言業者′ま匿名″含員 F_‐々

慶の鵡資義務 か 笏 かがわ潔ナぢどとができなレちノ
い

したがって、損失の分担については、特約のない限り、次のことに留意す

る必要がある。

● ある事業年度の営業から生ずる「損失」が匿名組合員に対 して分担され

るとしても、計算上、匿名組合員の出資勘定が減少するにすぎない。こ
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のため、直ちに匿名組合員が分担する損失について営業者に追加出資等

により資金を提供する必要はない。

● ある事業年度において匿名組合員の計算上の出資勘定が減少 した場合に

おいて次事業年度において営業から生ずる利益が発生 したケースでは、

減少 した出資勘定が回復されるまでは利益分配は現実には行われず、計

算上当該組合員に対 して分配されるべき利益の金額分について減少 した

出資勘定が回復されることになる。例えば、当初の出資額が 100円 であ

った匿名組合員においてある事業年度における匿名組合員に対する損失

の分担額が 40円 とすると、その結果当該組合員の出資勘定は 60円 とな

る (次年度以降も損失の分担額が累積すると当該組合員の出資勘定はマ

イナスとなることもあ りうる)。 次事業年度において営業から利益が発

生 し当該組合員に対 して計算上分配されるべ き利益の金額が 30円 とす

ると、その結果当該組合員に利益分配は現実には行われず、当該組合員

の出資勘定は 90円 となる。

(4)金銭消費貸借契約とは異なる

出資者である匿名組合員の観点からは、匿名組合契約においては、出資した営業につ

いて自己の名を外部に表わさずに投資することができる利点があり、また、金銭消費

貸借契約ないしローン契約においては出資の受入れ、預 り金及び金利等の取締 りに関

する法律による上限金利の制限を受けるのに対 し、匿名組合契約においては商法 538

条による配当の制限を除いて、法規制上の配当額の制限がないという利点がある。
｀

出資を受ける営業者の観点からは、金銭消費貸借契約ないしローン契約によってフア

イナンスを受けた場合においては営業から利益が生 じているか否かにかかわらず確定

利瘤、の支払が必要であるのに対 して、匿名組合契約においては、営業から利益が生 じ

ている場合には匿名組合員に対して利益分配を行うが、利益が生じていない場合には

匿名組合員に対する支払が不要であるという利点がある。

(5)事業の運営等

(a)匿名組合員と営業者との関係

「
匿名″今つ 疑 淮 が、そのき業が彦酔的 F_″営業者御 彩 物 妻業 でああから、

営業者の 形 そゞの運営だ疹たあ。営業者が、暦名組各員 ,こ対 ι
~c~、

奨約 の定める

ところ膨 抄 、匿名″含員の出資を度用 ιて営業を迩行 ナ必権〒殉/を右ナぢととも

/_‐鶏 魏 娑 少。匿名ル 内部関係だ!ま民法の窟今の力店が須た彦7されおから、

｀ 前掲西村総合法律事務所編「ファイナンス法大全 (下 )」 500頁参照のこと
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営業者が熟 少旨理者分 鋳 修 心つて昨 緯 鬱 稼 とな楊 位 拷 らない縄 び〃余

77の 。 ιた″ゞって、暦名々含員 が.営業者 ,こ対 ιて、約定だ通合 ιた営業 の

開始おユ汐(膠笏を請求 ナ蕃確恭%存 ι、営業者力狗 定
`こ
違及 ιて鶏 釜 滋 解

'乞誰 営業の変更 すね 卜 笏弘 ・励 争をπレう、〆た ,ま約定以タトの厚力だ匿名組

合員の出資 を使用 ナぢメタか叛 欽 弦 、営業者の 効 斃 坂 と少ク、暦名″含員が

匿名組金宅力つ摩彩告知 をかと夕あだか、損害賠償 を請求 ι夕必。_/▼

「
営業者力F暦名羅今の厚カラをあき業と同種の営業 効 竹 πレウ ぢん ″ だ ついて

が、各彦稗 影 ″ ぢ契約解釈の異 翻 態 鬱 るとナ必見解 心ああ形ミ庭レ 朔物

″透 朗 影 営業者が一疫 |こ競業避主義務を策 少心のと〃 ナベまであぢ。ιかιⅢ

ど″Fこ違夏 ι
~C‐

も、風 勤 給 専 _‐ん Kた′ま認められていかい b″ 〃秦崩年√ガ

海外で膨 整 彦潔 秦 一筆者註ノ。き業者持ミ難 ″と違夏 ιて競業や営業譲渡等 を

か夕彦今だが、匿名組合員がど々なとかべきどと務青求 ι少ぢ″ヽ その々拷力ゞ当

然だ無効とかおもので腹知 ちノ
憾

(b)監視権

匿名組合員は、営業者に対して、その営業につき業務を執行しまたは営業者を代

理する権利を有しない (商法 536条 3項)が、商法 539条において、匿名組合員

の利益を保護するために、以下の内容の監視権を有している。

(1)匿名組合員は、「営業年度の終了時において」、営業者の営業時間内に、次

の請求をし、または、営業者の業務及び財産の状況を検査することができ

る。

営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲

覧又は謄写の請求

営業者の貸借対照表が電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚 によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをい

う。)を もって作成されているときは 、当該電磁的記録に記録された事項

を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(1)匿名組合員は、営業年度の終了時「以外」においても、「重要な事由があ

るときは」、いつでも、「裁判所の許可を得て」、営業者の業務及び財産の

状況を検査することができる。
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匿名組合員の監視権 (商法 539条)の詳細 について言及されている文献等は少

ないが、商法 539条の規定は、平成 17年法律第 87号 による改正前の商法 153

条 (合資会社の有限責任社員の監督権)(現行法では会社法 592条に対応するが、

その文言は改正により変更されている)と 全く同じ文言が使用されているため、

平成 17年法律第 87号 による改正前の商法 153条 の規定の解釈が参考となる。

平成 17年法律第 87号 による改正前の商法 153条 の「重要な事由があるときは」

については、以下のとおり解されている。すなわち、
「

本条ノ壌 こヽレウ
「

重要

ナ″票歯」 ととてが、たとえ成
「

無眼責π社員ノ業務教π三ガ /へ や所 /″

″会社ノ傷切 睦稼 fシ牙営業ノ現況 ブ窺 /ゴ かノだチカ 蒻 貯 ッ/ど と力ゞ挙′ガ

られていあ形デi岡野 '講義案″ 、薄法解 秦 揮 影 稼 α零″ 彦筋 秦 ―筆

者註ν 現定 ι争 。必
「

会社 ノ業務三〃シπ ノ行為ズノヽオ令若ノヽ定款三違反

ズ″敷 ん磨摯プ ″ノトノガ /べ辛事由こと案/r落 ものでがなレセ〃 ιてざ

ιつ形琥 あるメいノ
Dと

されている。

(6)民法上の組合とは異なる

民法上の組合においては労務の提供による出資が認められているが(民法667条 2項 )、

匿名組合においては、匿名組合員の出資財産は金銭その他の財産に限られ (商法 536

条 2項 )、 労務出資、信用出資などは認められない。

「
覇歩鶴 癖 初 企業形′″とιて、だ彦上の窟今の方式 をノ7レ J必 どと″ゞ可能 でああ。ι

かと、だ,メ上の瘤今が、少入愛の簡易か葉膨 坂 ″ だが魔宣な場茅であぢとιても、

瘤含員が全員力躍 今賃務だつき/2/t財産 をもつて直接無限の芦を舟 蒻 どとをダナ必

とともだ、全員力ゞ原員こととて業務執かの権不奪業務 を芹方うこととなあ。 ιた″ち ζ

共用企業 F_~出資を少ιて/Tの機益″帝 必ごとん 紀 つつ、辮 営だ直接携わあどと

ん 牲 八 〆たIま携わ ク党かいをが、業務執かを池のだ缶員だ≠かせあどとがT含ヒで

ああ″ミ無限責任 を力″蕃ことができ″ aか ら、共周企業だ参″ナおどとだ″夕ん鍵

を出資の範囲だ限定 レ効弦 賦 だ彦上の寇夕ま傘I罵ι,警レ。ことだなお。さらだ、月

歩上の %淮 子ま独立 ιた権不u育とカカゞ認められか
"ち

、々缶財産 iま組缶員全員だ含有

カィこ

'尋

属 ι、〃合活動だメっ&坐デ蕃燿秀竜難 も同様 であク.夕えば 取5'厚カラを

必商品だ夕 aて も〃含員全員の共同所有関係を認めなゲ″ンデ灸ら八 売買契約だまっ

せ 瘍 貢権貸務 心瘤今芦塗芦 |こ帰属ナ歳 %.法 律房雰膨 Υ /‐

‐
菱形と初 Ⅲ比較

的少数のをだメ&/1規模少共屈企業の/2-今だも、だブ舛上の瘤今がその隆質上塗栄ガ勁

柱ま通 となレⅢノ
20と

される。

しかしながら、下記 (7)の税務上の損金算入にも関連するが、船舶取引において共

上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編集代表「新版注釈会社法 (1)」 有斐閣628頁から引用

前掲平出著「商行為法」322頁から引用
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有形態が利用されることも少なくない。

(7),税務上の損金算入

法人税基本通達 14-1-3に よれば、「法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組

合営業について生 じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、

又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又

は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損

金の額に算入し、法人が営業者である場合における当該法人の当該事業年度の所得金

額の計算に当たっては、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負

担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入する」ことになる。

しかしながら、法人が匿名組合員である場合における当該匿名組合員が、組合事業に

係る重要な財産の処分・譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の

決定に関与 し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他重要な部分を

自ら執行する組合員に該当せず、「かつ」、当該匿名組合員が組合事業の債務につき弁

済する責任の限度が実質的に組合事業に係る財産の価額とされている場合には、当該

匿名組合員が組合事業によりある事業年度に負担すべき損失金額のうち当該事業年度

末における当該匿名組合員の出資残高を超える部分は損金算入をすることはできない

(詳細は租税特別措置法第 67条 の 12)。 本稿 2(3)で述べたとお り匿名組合員は、営

業者に対 してその営業につき業務を執行 しまたは営業者を代理する権利を有さず、か

つ、営業に関する損失の分担について制限があるのが一般的であるため、租税特別措

置法第 67条の 12に より、匿名組合方式による船舶取引に対する出資をいわゆる節税

商品として取 り扱うことについては限界が生 じることになった
22。

3 船舶投資に関する匿名組合契約の条項 ―実務上の観点より

船舶事業において船舶購入資金の一部を匿名組合契約による投資家からの出資により調達

するケースでは、営業者と匿名組合員との間の権利関係を明確化するため、営業者と匿名

組合員との間において比較的詳細な匿名組合契約書が締結されることが多い。

以下において船舶投資に関する匿名組合契約書の中でよくみられる条項を適宜具体的な規

定例を挙げて紹介 し、その概略を説明する。

海事法研究会誌 2013・ 2(No 218)

(1)匿名組合契約の合意

前記のとおり匿名組合契約の本質は、匿名組合員が営業者の営業のために出資するこ

とを約 し、営業者がその営業から生 じる利益を分配することを約する点にある。この

ため、匿名組合契約において「出資者は、第●条乃至第●条の規定に基づき、本事業

に出資することに合意し、営業者は、第●条の規定に基づき、本事業から生ずる損益

を出資者に分配することに合意 し、さらに出資者は、かかる分配を受けることに合意

する」という規定を置き、さらに匿名組合契約に基づき匿名組合員の出資を受けて営

業者が行う営業内容を明確にするための規定を置 くことが一般的である。

船舶事業における営業者 (船舶所有者)の「営業」の主要な事項を限定することが一

般的であり、匿名組合契約においては「営業」とは次の事項であると規定 した実例が

ある。

① 売合角自建造契約あ必レ。|ま船競売買契約だ必ゲき営業者カミ造船所あぢレ。|ま船触み丸主

から船簾と購入尭 従 と

豹働 鞍 %√ああレ。|ま定期傭船契約ノだ必つ'き 営業者力朔滋を傭船者へ課傭船 r

あれ 】|ま定期傭船ノだμナどと、定〃癒膠望ルを締結方ぢ彦今だが、薦総者 との

脚豚だおいて船触旨理業務 をが夕のが営業者 i船離所有者)ゆ %た め、営業者

、船箱所有者)″ 1本船つき理契約を,と 雰 ″ ´レaて締結ナぢこと

船鶴驚入れ 錫 魃 ″ ″―シ効 叡 れをナおどと

加繊孵諮 ア時 ,こ船競を売去Fナ必ごと

上″だ関連ナ必業務

(2)匿 名組合員の出資

匿名組合員は営業者に対する出資義務を負い、本稿 2(6)で述べたとお りその出資

財産は金銭その他の財産に限られている。出資額及び出資日については、法律上特段

の規定がないため、匿名組合契約において規定してお くことが一般的である。

営業者及び出資者の権限及び義務に関し、次のような規定を匿名組合契約にお くこと

が多い。これは、本稿 2(1)で述べた匿名組合における組合事業が営業者の単独・

独立の事業であるという匿名組合の本質を明確にするものである。

出資金とιて夕い必ズれた金額

`第

●条の規定 /_サ あ追カロ出資金 緒 初 、本事

業癖 晃 き業者力ゞ取得 ιた資産及び権碁む章よナベてき業者ィこ

'尋

属ナぢ心のとιェ本

文乃―こ定 瘍 p瘍今を除き出資者″ご″み′f〃ι灯の蔵羽/b ttι かい。πって、2
資者が、本契約だ必ゲき、産拶ズ |ま聞接 孵 ″ ヂ

「
本勇合」′fガナぢ物権的権奉物

主張や本売合の蔦驚者 7/‐η ナ和 勤 里 |よ間接の僚的議求み 効 物 主張″とかいもの

とナぢ。

②

③

④

⑤

前掲瀬野著「船舶融資取引の実務」Chaptcr 14参 照のこと

船舶共有方式 (民法上の組合方式)に よる投資については、組合員が組合の事業の債務につき直接無限責
任を負 うため、このような場合には租税特別措置法第 67条の 12が適用されない。船舶共有方式 (民法上
の組合方式)に 関する詳細は、前掲瀬野著「船舶融資取引の実務」259頁以下、Chapter 14「船舶共有に関

する実務上の留意点」を参照のこと。
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(3)匿名組合員の追加出資

匿名組合員が追加出資義務を負うか否かについて匿名組合契約に規定を設けることが

多いが、匿名組合員が追加出資義務を負う規定を置くケースは多くない
23。

匿名組合

契約において匿名組合員による追加出資の可能性について記載し、追加出資に応じる

か否かは匿名組合員の自由裁量によるとする趣旨の規定を置くことが一般的である

が、これに関する契約書文例を本稿末尾の参考文例 01に掲載する。

したがつて、匿名組合員としては、「追加出資の義務があるか否か、あるとすればど

のような状況、条件において出資義務を負うか、あるいは追加出資をするか否かは匿

名組合員の自由裁量に委ねられているか否か」等について匿名組合契約の文言を確認

することが重要となる。

(4)出 資の不履行

匿名組合員による出資が出資日までに完全に履行されない場合の効果については、法

律上特別の規定がないため、匿名組合契約において規定されることが多い。匿名組合

の出資に関しては、出資額とともに、出資日も重要であるため、匿名組合員による出

資が出資日までに完全に履行されない場合匿名組合契約は直ちに終了することとされる

ことが多い。この場合、営業者は、出資金の一部が払い込まれていた場合に当該出資金

を匿名組合員に返還する以外に、匿名組合員に対していかなる責任も負わないが、出資

者は当該債務不履行により営業者が被った損害を賠償することが規定される場合が多い。

(5)匿名組合継続中の出資金の返還

法律上匿名組合員が出資した出資金の返還について定めているのは、匿名組合の終了

に伴う出資の価額の返還について定める商法 542条のみである。しかしながら、匿名

組合契約の継続中に出資金の返還を認めると営業に必要な資金が不足し組合事業の円

滑な運営が害される可能性があることから、匿名組合契約においては匿名組合契約が

継続する限り出資金の返還を禁止する規定をおくことが多い。

(6)利益および損失の分配

商法においては損益の分配について、「出資が損失により減少したときは、それを填

補した後でなければ匿名組合員は利益配当を請求することができない」旨規定してい

るにとどまる (商法 538条 )。 しかし、損益の分配は匿名組合における当事者の関心

事であることから、匿名組合契約中、利益および損失の分配については比較的詳しい

23 
匿名組合契約の場合には、特約によりある程度の追加出資義務を匿名組合員に課することは可能ではある

が、これによつても、/鯵 ら″】∂わ匿名″含員だ無限り出資義務″ ユι契約終 アのざレ。の//必蘇彦を潔方ち

どとができをレ。ものと〃ナベきであろジノ とされる (前掲平出著「商行為法」345頁 )。
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規定が置かれることが一般である。

利益および損失の分配に関する規定の実例―本稿末尾の参考文例 02ぃ を次に紹介する。

本稿 2(3)に おいて「商法上、その営業から生じる「利益」と記載されているにす

ぎず、利益の概念について詳細には規定されていない。」と前述したが、本稿末尾の

参考文例 02の第 2項において「収益」と「費用」の概念を記述し、その差額が「利益」

あるいは「損失」として計算される旨明記している。

本稿末尾の参考文例 02の第 1項 において、損失負担限度額を出資金及び払い込まれ

た追加出資金の合計額として、損失負担限度額以上の損失を匿名組合員に分配しない

旨、規定している。

また、本稿末尾の参考文例 02の第 4項において「本事業に関して本事業の利益が営

業者に生じた場合には、営業者は本事業に関する累積損失額の有無にかかわらず、こ

れを営業者に留保することができるものとする。」と規定し、本来匿名組合員に利益

を分配すべき場合であっても営業者の裁量により利益について営業者に留保すること

ができることを定め、また、「但し、営業者は、当該計算期間の終了後0日 以内に、

第●条に基づいて払い込まれた本件出資金及び第●条に基づいて払い込まれた追加出

資金の合計額のOO/。 相当額を、出資者に対して分配するものとする」と規定してい

るケースもある。

(7)契約終了原因及び終了の効果―商法の規定その他解釈

①商法の規定

商法は匿名組合契約の終了事由として次の場合を規定している。匿名組合契約に

おいてこれらの規定が適用されない旨明記されていない限り、匿名組合契約は次

の事情により終了する。

(i)解約告知                  ・

商法 540条は解約告知として次の 2つの場合を規定 している。

「匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事

者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたとき」は、匿名組合員あ

るいは営業者は、「営業年度の終了時において」、契約の解除をすることが

できる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。」 (商法 540

条 1項 )。 /普事者″物 微 弦 ってこの解約権 を変更 ι夕孵
24と

される。

-12-

24 
前掲平出著「商行為法」340頁から引用
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「匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず」、「やむを得ない事由

があるときは」、匿名組合員あるいは営業者は、いつでも匿名組合契約の

解除をすることができる」 (商法 540条 2項 )と 規定されている。同項に

関しては次の点に留意する必要がある。

√ごみ解約権 を制限ナろを力′ま無効で疹必 復 浅9の ノ
25、

とされる。

商法 540条 2項のやむをえない事由としては、
「

暦名瘤含員の2資義務の

疹含、営業者縁碧 修布効 分 不撃益分酉己義務の履言宇のメタ7_‐、学事者の

重要な勇″朋循 、力 η 営業者の長期の疾病なとたメ蕃義務つが存狂諺

宇″湯 ゲろれていお。ノ
26

(1)そ の他の匿名組合契約の終了事由

匿名組合契約は、次に掲げる事由によつて終了する (商法 541条 )。

匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 ;

営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと ,あ るいは

営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

①終了の効果

商法 542条は、「匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資

の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、そ

の残額を返還すれば足 りる」と規定している。

「
基資り返還″Ⅲ持約のなレ。″ ク、2で分詞斃諺 金銭 ご返逮 ナ必ごととなク、匿名

翡含員′ま預失を分担 ιない物 為 修 鯵 ぢときが、営業者が出資勿 %鬱 全額翔 明

ιかわ 綻 惨 ら/rレⅢ傍 И 条本文 √夕海弊α蒻 移 ″ 秦本オー筆者註 ])。 とかと、

″ジ零 ″ルのかレ1声 ク、出資の霧 手損失だメク減少 ιていあときが、その物彩秘茜

方々 が女レ】傍И 秦/_7諄√
"″

歩でが所彦盟 秦/_f多―筆者註ν。もっとも、あ
らか肋

"抄
必特約の/rレ 彦 今であっても、文癒潜ア菱学事者力ゞ全詞の芝βを特為ナ

必どれま妨とデなレち匿名組缶員″
'損失を分担ナベき瘍今だ、その出資の霧フ預失だユ

クマ7オズとかつたときが、特約のかい″ ク.暦名組含員が、その負ガナぢμ資芽疹

の夕ち未履πみ残額カミ存 丸 姥 まだ声 ク、その残須のメ兜π C新ただ夕必をとなゲれが

ならなレち ιた″ち て、損失ハ出資義務の全額を超え写ときが、その超過額,まナベて

き業者の銀_gと なぢ。匿名組今″Ⅲ合資会社と同様だ、経済的だ′ま共周企業だ参″ナ

必ことだ″ガ 紛 を出資額の範 こヽん奇 %ど となケナあ資本のガ傑者とだき者と″デ

前掲平出著「商行為法」340頁から引用

前掲平出著「商行為法」340頁から引用
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提携 差 弊 /馳塀 蒻 教 物 必″】ら、暦名組合契約 の場今/_弦、をんだズっ窮 、疹ら

″】院 を 名密含員 ,こ無限り出資義務 かいと効 摩 アのさレ」のZ必義務 を潔ナおどとが

でまないうのあ7方べきであろ夕。ノ
27

(8)契約終了原因及び終了の効果 ―匿名組合契約書における規定

上記の商法所定の匿名組合の終了事由以外に、匿名組合契約書において終了事由を規

定していることが多い。たとえば、営業運営に必要な十分な資金が他の匿名組合員か

ら集められなかったことなどである。そして、匿名組合契約の終了事由が発生 した場

合の営業の清算方法、出資者への清算金配分方法について、詳細な規定を置 くのが一

般である。

船舶投資に関する匿名組合契約 (本稿末尾の参考文例 03を 参照のこと)では、本船

の傭船契約が終了し、本船を売却 して最終の損益を確定させた場合、本船の全損又は

売却等予定されている事業が終了した場合に匿名組合契約が終了する旨特約をおいた

上で、その場合の清算方法 (営業者は、事業に属する財産を処分 し、事業に属するす

べての債務 (Loan Agreement上 の債務を含むがこれに限られない)を 弁済した後、残

余財産を出資者に分配するものとする)について規定 している。本稿末尾の参考文例

03のケースでは、「匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めている」と評価するこ

とができ、匿名組合員あるいは営業者は、商法 540条 1項所定の解約告知をすること

はできないと考えられる。

また、船舶投資に関する匿名組合契約 (本稿末尾の参考文例04を 参照のこと)で は、

出資者に生じた事由による匿名組合の終了事由を明記した上で、その場合の清算方法

についても詳細に規定している。出資者に生じた事由による匿名組合の終了の場合の

清算については、事業に属する財産を処分し清算するものではないため、営業者に生

じた事由、あるいは目的達成による匿名組合の終了の場合と区別して記載される。

(9)支払原資の限定

匿名組合契約に基づき営業者が匿名組合員に対し利益配分その他支払を実施する場合

においても、責任制限付きで支払を行う旨の特約をすることが少なくない。営業者と

しては営業から発生するキャッシュフローの限度において匿名組合員に対し利益配分

その他支払を実施することを明記することを希望し、この趣旨に匿名組合員も同意す

る場合には、次の本稿末尾の参考文例 05の規定を置くことがある。

(10)上記以外に、匿名組合契約書においては「通知」、「契約の地位譲渡」、「準拠法およ

び管轄」などについて規定される。

-14-

27 
前掲平出著「商行為法」344-345頁 から引用
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4 匿生組全員あるいは営業萱の倒産の場合の取扱

(1)営業者の倒産の場合

匿名組合契約における営業者あるいは匿名組合員について破産手続が開始された場合

についての特則が、商法において規定されているが、その他の倒産手続が開始された

場合についての特則は商法において規定されていない。

(a)営業者に対する破産手続きが開始された場合

商法 541条 3号は「営業者について破産手続開始がされたときは、匿名組合契約

は当然に終了する」と規定している。当該規定によつて、破産法 53条 (双方未

履行の双務契約に関する規定)の適用は排除されるか否か議論になりうるが、破

産法 58条の適用は排除されると解されるのが一般的であり、営業者の破産管財

人が履行または解除の選択をすることもできない
28。

「
営業者 の破産 /_ツ ク匿名瘤斜 効 力ゞ終 ア′ 鯵 勢 繁 、匿名翡舟 診 出資返還

請求権肪 磁 の手も益分甕己講求権 と同様だ破産貸権となク、匿名翡舟 謝 一般破産

廣権者と平等のフ今ゆ影を ″ 夕るだとど≠ちこと′ξ/rg。 とかι、匿名組今

質力渡 失と分握ナベき彦今″ξ未履行の出資残額力瘍 蕃ときが、破産旨財人 ,ま暦名

瘤缶員だその資/_fナあ損失須の壊熱だ泌妥 か限度でZ必 をなさι妙夕おだとと
゛
〆

ク レ 笏 力 、暦名組仝肩が必ガιb出資残額の参 材 Z必かごとをズ とをい。

ιた形ち a2之 賦 損失を分担 ナぢ匿名組今月が 夕η万諷の腕 箸 移 を全額履

π′ 箸 ″ξき業者カミ破産 防 瘍舟 ″ .分担ナベき損失須が朋 F/7で破産債権

をがσ割の才房を牙ゲタあとナ″賦 暦名を缶員がノ
"万

諷の返還を牙ゲ、
"

万諷 舟 ⇔ ごとだかる″ミテ認 F/7ι か疹πιていなレa瘍今だが、暦名瘤今寅″

さらだ
"F/7を

Z必 かどとだメクイω//7を焚 夕だとが≠おどとだ/rg。 どの

メタだ、匿名組含員だとつてが、分握ナベま損失諷ヽこ覧ιて協資残額滑ジ レガ とヽ

全額履行済みの疹今メク心憶熱 だかあノときれ必。"

(b)営業者に対する民事再生。会社更生手続きが開始された場合

営業者について再生手続・更生手続が開始されたときは、匿名組合契約は当然に

は終了するものではなく、匿名組合契約について、双方未履行に該当する場合は、

双方未履行の双務契約の規定が適用されると解され、営業者によつて解除または

履行の選択がされる。

藤原総一郎監修・森・濱田松本法律事務所 =ICPMG FAS編 著

前掲平出著「商行為法」345‐ 346頁から引用
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匿名組合契約が双方未履行に該当 しない場合は、匿名組合員の営業者に対する匿

名組合契約上の権利 (利益配当請求権および出資の価額の返還請求権)は、再生

債権 または更生債権 に該当する。′ご々 みの金額拘ミ未確定 の 霧 が、為 笏 噴 権

と少ぁ 依鰐下7秦 ノ頂 3;示、会更 ノ〃 秦 ノ夏 J;刃 οノ とされる。
30

営業者について倒産手続が開始 したとしても、匿名組合員は、営業者の債権者に

対 しては何らの義務を負わない。

(2)匿 名組合員の倒産の場合

(a)匿名組合員に対する破産手続きが開始された場合

商法 541条 3号は「匿名組合員について破産手続開始がされたときは、匿名組合

契約は当然に終了する」と規定している。当該規定によって、破産法 53条 (双

方未履行の訳務契約に関する規定)の 適用は排除されるか否か議論になりうるが、

破産法 53条の適用は排除されると解されるのが一般的であり、匿名組合員の破

産管財人が履行または解除の選択をすることもできない。

「暦名瘤含員の破産き財人″.営業者″ξガ ιて、出資の価額の逆β務青求方ぢご

と″ゞでき、出資力ゞ損失だメって減少 ιたときがつ 蒻 翡 勿 騒 箸 請求ナあどと″ゞ

できあ 傍 3桧籍 。

営業者が、暦名寇金芦の2資葬務が来疹がで疹夕 鬱 給 が、匿名組今買つ破産デ

加鯵 レ。て畠資請求権を破産貸権晃 C権秀ヽ■ム千使ナ/pこ と形ゞできあ
3ち

ノ

(b)匿名組合員に対する民事再生・会社更生手続きが開始された場合

匿名組合契約については、双方未履行の洸務契約の規定が適用されると解され、

双方未履行に該当する場合は、匿名組合員またはその管財人によつて解除または

履行の選択がされる。

匿名組合契約が双方未履行に該当しない場合は、営業者の匿名組合員に対する匿

名組合契約上の権利 (出資請求権)は、再生債権または更生債権に該当する。

前掲「倒産法全書 (上 )」 451-452頁等
前掲「倒産法全書 (上 )」 452頁

-16-

「倒産法全書 (上 )」 451頁等
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5 終わりに

本稿において、equity投資の資金を調達 /提供する際の一手法である匿名組合方式による

船舶建造資金の調達 /提供に関する実務上の留意点を簡略に説明させて頂いた。本稿が、

今後の研究ないし実務上の意見交換を通 じて同方式に対する投資方法に対する理解を深め

ることの一助になれば幸甚である。

[末尾 /参考文例 ]

参考文例 01

「営業者は、第●条に基づく損失累計額の合計額が損失負担限度額を超過する場合、

本事業における本船の管理のために追加出資が必要となる場合、その他営業者が本事

業の円滑な遂行のため必要と認める場合、その必要に応じて出資者に対して、追加出

資の依頼をすることができ、出資者は、これに基づき速やかに追加出資を行うか否か

検討するものとする (なお、出資者が追加出資に応じるか否かは出資者の自由裁量に

より決卒できるものとし、出合者は追加出資の義務を負うものではない)。」

参考文例 02

「1 本事業の結果として各計算期間中営業者に生じた利益又は損失 (以下「本事業の

損益 」という)の帰属は、本契約の定めに従い、各計算期間にかかる計算期間末

日に、出資者に対して行われるものとする。但し、出資者が第●条に従って出資

金全額を支払った場合に限る。いかなる場合においても、営業者は、本条に基づ

いて分配される損失累計額の合計額が損失負担限度額を超える場合に、損失を分

配することはできない。なお、この場合において、翌計算期間以降に利益が発生

したときは、当該利益は当該超過額に優先的に充当されるものとする。

「損失負担限度額 」とは、第●条に基づいて払い込まれた本件出資金及び第●条

に基づいて払い込まれた追加出資金の合計額をいう。

本事業の損益は日本国の法人税法の規定に準拠して円建てで計算されるものと

し、利益については営業者に生じた以下の (イ )収益が (口 )費用より大きい場

合に (イ )収益から (口 )費用を差し引くことにより算出し (当 該計算期間にお

ける当該収益額を、以下「利益累計額」という)、 損失については、営業者に生

じた以下の (口 )費用が (イ )】え益より大きい場合に (口 )費用から (イ )収益

海事法研究会誌 2013,2(No.218)

を差し引くことにより算出する (当該計算期間における当該損失額を、以下「担

失累計額」という)。

(イ )収 益

本船の裸傭船契約に基づき営業者に支払われた備船料

本船の売却益

本船の損害保険金その他の賠償金

本事業に係る財産に係る評価益 (法人税法上益金処理が認められる場合

に限る。)

⑤ 本事業に係る為替差益

⑥ 本事業の財産に係る運用益

⑦ 上記①ないし⑥の他、本事業に関して営業者に帰属するその他の収益

①

②

③

④

(口 )費

①

用

Loan Agreementに 基づき営業者が Lenderに 支払う利息その他一切の費

用 (元本の返済を除く)

本船の減価償却費

本事業又は本船に関して営業者が負担する諸費用 (公租公課を含み、営

業者に課せられる法人税等を除く)

本船の検査、その他本船の裸傭船契約上の営業者としての権利行使、又

は義務の履行のために必要となる費用

本船の売却のために必要な費用

本船の売却損失

本事業に係る財産に係る評価損 (法人税法上損金理理が認められる場合

に限る。)

本事業に係る為替差損

上記①ないし①の他、本事業に関して営業者に生じる一切の費用 (公認

会計士費用、弁護士費用、事務委託費用を含むがこれに限られない)、

但し当該費用の支出については予め出資者の同意を得るものとする。

②

③

④

⑤

⑥

⑦

　

③

③

3.[省略 ]

4.本事業に関して本事業の利益が営業者に生 じた場合には、営業者は本事業に関す

る累積損失額 (累積損失額とは、「本事業の利益が生 じた計算期間を含む各計算

期間における本事業の損失の累積合計額が各計算期間における本事業の利益の累

積合計額を上回る場合における当該超過額」をいう)の有無にかかわらず、これ

を営業者に留保することができるものとする。但 し、営業者は、当該計算期間の

終了後0日 以内に、第 2条に基づいて払い込まれた本件出資金及び第 4条に基づ

-18- -19-
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いて払い込まれた追加出資金の合計額の● 0/。 相当額を、出資者に対 して分配す

るものとする。但 し、このように出資者に対 して分配される金額は各計算期間の

終了時における累積利益額 (累積利益額とは、「各計算期間における本事業の利

益の累積合計額が各計算期間における本事業の損失の累積合計額を上回る場合に

おける当該超過額」をいう)の範囲の金額とする。

5.出資者は、本契約に基づ く利益の分配に対 して源泉徴収税が課せられ、かかる源

泉徴収税額が上記分配から差 し引かれる可能性があることを承諾する。

6.本書のいかなる条項の記載にも拘わらず、Loan Agreementに おける営業者の

Lenderに 対する債務が完済された後でなければ、本事業に関し営業者から出資者

に対する配当、その他出資者に対する金銭の支払いを行ってはならない。」

参考文例 03

第●条 (本事業終了による匿名組合の終了、清算)

1,本契約に基づ く匿名組合は、本事業の終了によつて終了する。

2.本事業は、本船の裸備船契約に規定される裸傭船者による本船の裸傭船開始日に

始まり、以下の場合に終了する。

(i)本船の裸傭船契約が終了し、本船を売却 して最終の損益を確定させた場合 (但 し、

営業者は営業者の判断によつて、本船の裸傭船契約の終了時期を延期できるもの

とするが、出資者の同意が無い限り0年●月末日を越えないものとする)。

(1)本船の全損又は売却、関係諸国における法制又は税制の変更等によって本事業

の継続が不可能又は困難となり、営業者が本事業の終了を出資者に通知 した場合。

(前 )営業者が破産の宣告を受け、又はこれと同様の状態に陥った場合。

(市)裸傭船者による本船の裸備船契約第●条に規定する買取オプシヨンの行使によ

り本船の所有権が営業者から他へ移転された場合。

(v)そ の他本事業を継続することが著 しく困難な事態が生 じ、営業者が本事業の終

了を出資者に通知した場合。

第 1項 によつて本契約に基づく匿名組合が終了した場合は、営業者は直ちに本事

業の清算を行うものとする。その場合、営業者は、本事業に属する財産を処分し、

本契約上の債務を除く本事業に属するすべての債務 (Loan Agreement上 の債務を

含むがこれに限られない)を弁済した後、残余財産 (も し、あれば)を出資者に

分配するものとする。但し、当該残余財産分配額が第●条に基づいて払い込まれ

た本件出資金及び第●条に基づいて払い込まれた追加出資金の合計額に不足する
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場合でも、出資者は不足分の返還を求めることはできないほか、第●条の規定の

適用があるものとする。

4.本契約に基づく匿名組合は、出資者の都合によつてこれを終了させることはでき

ないものとする。

参考文例 04

第●条 (出資者に生じた事由による匿名組合の終了)

1.本契約に基づく匿名組合は以下の事由が発生した場合には、営業者からの通知催

促等がなくとも、その発生した時点で自動的に終了する。但し、下記 (ホ)記載

の事由が発生した場合においても、当該事由が本事業の継続にとり明らかに悪影

響がないと営業者が合理的に判断したときは、営業者は本契約に基づく匿名組合

終了の時期を猶予することができる。この場合、営業者は出資者にその旨通知す

るものとする。

(イ )出資者につき支払の停止があった場合、又は出資者につき破産、民事再生手続

開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他の倒産手続開始の各申立

があつた場合。

(口 )出資者につき手形交換所の取引停止処分があつた場合①

(ハ)出資者が合併によらない解散の決議をした場合、又は出資者につき私的整理が

開始され、若しくは出資者が事業を停止した場合。

(二)その他営業者が出資者につき上記 (イ )、 (口 )又は (ハ )と 同視すべき事由が

あると合理的に判断した場合。

(ホ )出資者が本契約上の義務に違反し、若しくはその履行を怠ったため営業者が本

契約に基づく匿名組合の終了を適当であると判断した場合、又は出資者が法令上

の義務に違反し、若しくはその履行を怠ったため、営業者が本契約に基づく匿名

組合の継続が本事業の継続に悪影響があると判断した場合。

2.前項の規定によつて本契約に基づく匿名組合が終了した場合、営業者は、終了当

時における状況に従って営業者が合理的に適切と考える方法によって本事業に関

する計算をなし、出資者に対してその出資の清算を行うものとする。かかる出資

の清算に際しては、出資者の本契約に基づく出資金を第 5条第 1項及び第 2項に

基づいて出資者に対して終了時迄に分配される本事業の利益又は損失の累計額に

よつて調整するものとする。かかる調整によって下記の計算式に基づき算出され

る額が正である場合には同額を営業者が出資者に対して支払うものとする。
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言己

a+(b― C― d)

a:第●条に基づく本件出資金の金額及び本契約に基づく匿名組合終了時までに

第●条第●項に基づき、営業者が出資者から現金による追加出資を現実に受

領した場合はその追加出資額。

bi本契約に基づく匿名組合終了時までの第●条第 1項及び第 2項に規定された

営業者に生じた本事業の利益合計額。

c:本契約に基づく匿名組合終了時までに営業者から出資者に本契約に基づいて

支払われた利益の配分がある場合には、その累計額。

di本契約に基づく匿名組合終了時までの第●条第 1項及び第 2項に規定された

営業者に生じた本事業の損失合計額。

但し、営業者は、本契約に基づく匿名組合の終了の当時において、本事業が未だ

終了していない場合、又は自らの合理的に判断に基づき未だ結了していないと思

料する事項がある場合は、その合理的に裁量によつて、本事業の終了後又は結了

後に計算をなし、出資者に対して上記支払を行い又は出資者から上記支払を受け

ることができるものとする。また、営業者から出資者に対する支払には、第●条

の規定の適用があるものとする。

参考文例 05

第●条 (支払原資)

1.本事業は、本船の裸傭船者による本船の裸傭船契約に基づく本船の傭船の終了後

に本船を売却して最終の損益を確定させる迄継続するものであり、かつ、出資者

がかかる損益の分配を受けることを主要な目的の 1つ とするものである。かかる

最終の損益が確定する前に本契約に基づいて営業者が出資者に対して金銭債務を

負担する場合には、かかる債務の履行は、最終の損益確定後本事業に属する金銭

の剰余が発生する時に、金銭の剰余のみを支払原資としてなされるものであり、

営業者は、それ以外の財産をもって支払をなす責任を負わない。また、最終の損

益確定後に本契約に基づいて営業者が出資者に対して負担する金銭債務の支払に

ついても、営業者による出資者に対する支払は、本事業に属する他のすべての債

務 (Loan Agreementを 含むがこれに限られない)の支払に劣後するものであると

ともに、本事業に属する財産から本事業に属する他のすべての債務を弁済した後

の残余財産のみを支払原資とするものであり、営業者は、それ以外の財産をもつ

て支払をなす責任を負わない。本条において「金銭の剰余 」とは営業者に本事業
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に関して受領した金額 (以下の (イ )に挙げるものを含むがこれに限られない)

から営業者が本事業に関して現実に支払った又は支払うべき金額 (以下の (口 )

に挙げるものを含むがこれに限られない)を差し引いた残余の金額をいうものと

する。

(イ )受領金額

本船の裸傭船契約に基づき営業者に支払われた脩船料その他一切の金銭

本船の売却代金

本船に関する損害録険金その他の賠償金

上記①ないし③の他、本事業に関して営業者が受領した一切の金銭

(口 )支払金額

① Loan Agreementに 基づき営業者がLenderに 支払う元本、利息その他一

切の費用

② 本事業又は本船に関して営業者に課される公租公課 (但 し、営業者に課

せられる法人税等を除く)

本船の検査、その他本船の裸傭船契約上の営業者としての権利行使、又

は義務の履行のために必要となる費用

本船の売却のために必要な費用

上記①ないし①の他、本事業に関して営業者に生じる一切の費用 (公認

会計士費用、弁護士費用、事務委託費用を含むがこれに限られない)

①

②

③

④

③

④

⑤

■
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